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奈良運輸支局の取組等について

近畿運輸局 奈良運輸支局
令和７年３月１７日



実 施 内 容実 施 月

①標準的運賃・標準運送約款の改正にかかるお知らせについて、各府県経済団体及び 荷主団体の代表者
（協議会構成団体）あてに、団体傘下会員への周知を依頼（メール）

令和６年４月

②「物流の2024年問題」の対応として、近畿運輸局HPのトップページに、関連する対策リンク集のバナーを設置令和６年６月

③トラック協会「第１回適正化実施対策委員会」において、新たな「標準的運賃」の告示及び「標準貨物自動車運送約
款」の改正について講義

令和６年９月

④西日本トラックＧメンによる広域連携（西日本４局トラックＧメン合同パトロールを実施）令和６年９月

⑤奈良県トラック協会と連名で、荷主企業（161協同組合、一般企業1,000社）に、新たな「標準的運賃」及び
「標準貨物自動車運送約款」について協力依頼文書を発出

令和６年１０月

⑥国土交通省において、R6.9末時点のトラックＧメンによる荷主等への是正指導の取組結果を公表令和６年１０月

⑦トラックGメンを「トラック・物流Gメン」へ改組・拡充し、11月及び12月にＧメンによる集中監視月間を実施令和６年１１月

⑧針トラックステーションにおいて、運転手に対する「トラック・物流Gメン」啓発活動を実施
（合計チラシ配布数：120部）

令和６年１１月
令和７年1月

⑨トラック協会「令和6年度 法令遵守セミナー」において、「物流改正法」、「新たな運賃・約款」及び「トラック・
物流Gメン」の概要等について講義

令和７年１月

⑩国土交通省において、トラック・物流Ｇメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
公表 ～貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を２件実施～

令和７年１月

◆この他、「事業者訪問による荷主情報収集」や「県内荷主パトロール」及び「近畿管内他府県における荷主パトロールへの参画」
等によるトラック・物流Gメンの活動を随時実施
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令和５年度、第13回協議会に向けた意見交換会より
今後の取組について（奈良運輸支局として）
・今年度（令和5年度）に発足したトラックG メンの活動をしっかりと進めていく
・標準的運賃や標準運送約款の改正等について、周知活動を実施

上記を踏まえて取り組んだ主な内容

奈良運輸支局の取組等について
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奈良運輸支局の取組等について

②近畿運輸局HP関連する対策リンク集 ⑤荷主企業（161協同組合、一般企業1,000社）協力依頼文書を発出



奈良運輸支局の取組等について

③トラック協会「第１回適正化実施対策委員会」 ⑨トラック協会「令和6年度 法令遵守セミナー」
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西日本の各運輸局が連携の上、大消費地の着荷主に働きかけを実施

近畿運輸局四国運輸局九州運輸局

中国運輸局

大消費地で活動する中国、四国、九州の
トラックドライバーに実状をヒアリングし、
荷待ち、附帯作業等の違反原因行為の実態を調査。

トラック事業者・ドライバーの「声」を届け、是正を促すため、
各運輸局のＧメンが連携して大阪等の主な
荷主に対するパトロール（アポ無し訪問）を実施。

中国・四国・九州発の貨物の多くは大消費地である近畿（大阪・兵庫）の着荷主に納品され、そこで常態的な荷待ちや
附帯作業などの違反原因行為が行われており、日頃「目安箱」にも多数の投稿が寄せられている。
しかしその多くが連絡先不明や連絡不可などで、働きかけ、要請などの「是正指導」に結び着いていない。
そこで、現地調査の実施とともに、こうした「声」を荷主に届けるため、近畿・中国・四国・九州の各地方運輸局が連携し、
令和６年９月25,26日、大阪市内において、西日本４局トラックＧメン合同パトロールを実施した。

合同パトロール実施のメリット
集団効果：数の優位で、荷主への説明を有利に進める
エリア匿名性の確保：特定エリアのトラック事業者・ドライ
バーを対象とした仕返し、犯人探しを防ぐ。
機動力：一度に多くのポイント(荷主拠点)を捕捉。

2日間で33箇所をアポ無し訪問(うち27荷主に接触・説明)。他3荷主に対し働きかけ、ヒアリングを実施。 5

奈良運輸支局の取組等について

④西日本４局トラックＧメン合同パトロールを実施
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⑦トラックGメンを「トラック・物流Gメン」へ改組・拡充

奈良運輸支局の取組等について
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⑧針トラックステーションでの啓発活動

奈良運輸支局の取組等について
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⑩国土交通省において、トラック・物流Ｇメンによる「集中監視月間」の結果公表

令和6年11月・12月を「集中監視月間」と位置づけて取組を強化し、「勧告」（2件）を実施したほか、 「働
きかけ」（423件）、「要請」（7件）による是正指導を徹底。

◆トラック・物流Ｇメンの累計実績（令和6年12月末時点）

奈良運輸支局の取組等について
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⑩国土交通省において、トラック・物流Ｇメンによる「集中監視月間」の結果公表（近畿運輸局）

奈良運輸支局の取組等について

トラック・物流 G メンによる 「集中監視月間（令和６年１１月・１２月）」の近畿運輸局での取組結果について
①違反原因行為の疑いのある荷主等への是正指導件数について

働きかけ：３７件

要請：２件

令和６年４月～１０月：６１件

令和６年１１月・１２月：３９件 ⇒ 月平均２．２倍！！

② トラック事業者等への情報収集

令和６年４月～１０月：２８１件

令和６年１１月・１２月：１２７件 ⇒ 月平均１．５倍！！

※電話又は訪問により、トラック・物流 G メンが直接ヒアリングが実施できた件数を計上

③荷主等へのパトロールについて

令和５年７月（※G メン発足時）～令和６年１０月：１０３３件

令和６年１１月・１２月：１９７件 月平均１．５倍！！

※パトロール：荷主・元請事業者等に G メン制度と違反原因行為についての説明を行い、

周知を行うとともに注意喚起を促す訪問の総称

④ トラックステーション等での運転手への啓発活動

１１月２８日 奈良県 針トラックステーション（チラシ８０部配布）

１２月１６日 滋賀県 彦根トラックステーション（チラシ１１部配布）

１２月２４日 大阪府 大阪トラックステーション（チラシ約３０部配布）

１２月２４日 京都府 名神高速道路桂川 SA（チラシ１６部配布）



ハローワークでの求人票にかかるPRシート掲示への取組について

奈良運輸支局の取組等について（その他）

令和５年度、第13回協議会に向けた意見交換会より
今後の取組について（自動車交通部次長より事例紹介）
・大阪では、「働きやすい職場認証制度」アピールのため、認証制度を取得された事業者の中でも、より取組が

進んだ事業者もいるので、そういう事業者をハローワークで紹介（約１ヶ月間特別に掲載）してもらった。

上記を受けて下記事項に取り組んだ

10

◆経緯
・意見交換会終了後、労働基準部長から大阪労働局に確認していただいたところ、右チ
ラシの「事業所情報（PRシート）の掲示」であることが判明。
・職業安定部と協力して進めていくことで合意
・奈良県内の各ハローワーク（奈良・大和高田・桜井・下市・大和郡山）で１事業所を
紹介

◆対象事業者の選定～PRシート掲示まで
・トラック協会及び運輸支局で候補者を選定
⇒トラック協会会員事業者で、「働きやすい職場認証制度」、
「Gマーク」等を取得している事業者
※候補者に対し、PRシート制度を説明し、ハローワークに推薦しても良い
かを確認

・確認の取れた事業者をハローワークに紹介
・ハローワーク職員による事業所訪問等
・ハローワーク展示コーナー等への掲示

ハローワーク奈良で掲示


